
総掲示第 ３ 号 

 

公 告         

 

 関税法施行令（昭和29年政令第150号）第 92条第２項及び輸入品に対する内国消費税の徴収

等に関する法律施行令（昭和 30年政令第100号）第 30条第２項の規定に基づき、税関官署の長

に委任する税関長の権限の範囲等について下記のとおり定め、令和５年10月１日から適用するこ

ととしたので、関税法施行令第92条第５項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

施行令第30条第５項の規定に基づき、公告する。 

 

  令和５年９月29日 

 

                        横浜税関長    松岡 裕之 

 

記 

 

税関長権限委任規則（昭和43年達第12号）の一部を次のように改正する。 

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 対 照 表                    （下線部は改正部分） 

改 正 後         改 正 前         

○ 税関長権限委任規則（昭和43年達第12号） 

 
第１条～第４条 （省 略） 

 
（輸徴令による権限の委任） 

第５条 輸徴令第 30 条第１項第１号に掲げる権限について、次の各号に掲げる区分により

当該各号に定める税関出張所等の長に対して委任する。 

 ⑴ 輸徴令第30条第１項第１号に掲げる権限の全部 

   横浜税関川崎外郵出張所を除く税関出張所等 

 ⑵ 輸徴令第 30 条第１項第１号に掲げる権限のうち、輸入品に対する内国消費税の徴収

等に関する法律（昭和30年法律第37号。以下「輸徴法」という。）の規定（同法第11

条第５項ただし書（滅却）、第12条（船用品又は機用品の積込み等の場合の免税）、第

17条第２項（廃棄）及び第21条の２第２項から第４項まで（保税地域からの引取りに

係る納税管理人）を除く。）に基づく権限以外の権限 

   横浜税関川崎外郵出張所 

 

第６条～第９条 （省 略） 
 

別表第１ 税関出張所等の長に対し一般的権限（関税令第92条第１項第２号に掲げる権限）

以外に委任するもの 

関税関係法令

の規定に基づく

一般的権限以外

に委任するもの 
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５ 法第９章

（雑則）中次

に掲げる規定

に基づく権限 

                

○ 税関長権限委任規則（昭和43年達第12号） 

 
第１条～第４条 （同 左） 

 
 （輸徴令による権限の委任） 

第５条 輸徴令第 30 条第１項第１号に掲げる権限について、次の各号に掲げる区分により

当該各号に定める税関出張所等の長に対して委任する。 

 ⑴ 輸徴令第30条第１項第１号に掲げる権限の全部 

   横浜税関川崎外郵出張所を除く税関出張所等 

 ⑵ 輸徴令第 30 条第１項第１号に掲げる権限のうち、輸入品に対する内国消費税の徴収

等に関する法律（昭和30年法律第37号。以下「輸徴法」という。）の規定（同法第11

条第５項ただし書（滅却）、第12条（船用品又は機用品の積込み等の場合の免税）及び

第17条第２項（廃棄）を除く。）に基づく権限以外の権限 

   横浜税関川崎外郵出張所 
 

 

第６条～第９条 （同 左） 
 

別表第１ 税関出張所等の長に対し一般的権限（関税令第92条第１項第２号に掲げる権限）

以外に委任するもの 

関税関係法令

の規定に基づく

一般的権限以外

に委任するもの 

 

税関出張所 税関支署出張所 
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に掲げる規定

に基づく権限 

                

別紙 



 

改 正 後         改 正 前         

⑴ 法第 95

条第３項か

ら第７項ま

で（税関事

務管理人）

の規定 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑵～⑹ （省 略） 

６～13 （省 略） 

注１及び注２ （省 略） 

 
別表第２ （省 略） 

 

（新 設） 

⑴～⑸ （同 左） 

６～13 （同 左） 

注１及び注２ （同 左） 

 
別表第２ （同 左） 

 

 

 

 


